
お知らせ

入
院
中
・
入
院
予
定
の
方
へ

〜
減
額
認
定
証
の
手
続
き
〜

＊
必
要
書
類
は
認
定
対
象
者
分
を
お

　

持
ち
く
だ
さ
い
。
入
院
日
数
が
90

　

日
を
超
え
る
場
合
は
、
過
去
１
年

　

間
に
90
日
を
超
え
る
入
院
が
分
か

　

る
領
収
証
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま

　

す
。

●
申
請
開
始
＝
７
月
２
日（
月
）か
ら

　

＊
減
額
認
定
証
は
、
８
月
１
日
を

　
　

基
準
と
し
、
申
請
し
た
月
の
初

　
　

日
で
認
定
し
ま
す
。
減
額
は
認

　
　

定
さ
れ
た
日
か
ら
の
適
用
と
な

　
　

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
し

　
　

て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先
＝
本
庁
国
保
介
護
課
国
保

　

Ｇ（
内
線
２
６
４
２
・
２
６
４
３
）

　

・
同
課
老
人
保
健
Ｇ（
内
線
２
６

　

３
１
・
２
６
３
２
）お
よ
び
各
支

　

所
市
民
福
祉
課

川
内
プ
ー
ル
に
身
体
障
害
者
用

更
衣
室
を
設
置
し
ま
し
た

　

川
内
プ
ー
ル
に
身
体
障
害
者
用
更

衣
室
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
川
内
プ
ー
ル
利
用
期
間
＝
９
月
８

　

日（
土
）ま
で　

10
時
〜
19
時

　

＊
毎
週
月
曜
日
は
休
み（
た
だ
し
、

　
　

７
月
16
日（
月
）は
開
場
し
、
翌

　
　

日
17
日（
火
）が
休
み
）

●
問
合
先
＝

　

▼
薩
摩
川
内
市
民
ま
ち
づ
く
り
公

　
　

社（
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
せ
ん
だ
い

　
　

内
）

　
　

０
９
９
６（
２
５
）８
２
８
２

　

▼
川
内
プ
ー
ル
事
務
所

　
　

０
９
９
６（
２
３
）５
５
４
５

マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
を
見
掛
け
た
ら

〜
妊
産
婦
さ
ん
に
優
し
く
〜

　

妊
産
婦
の
方
へ
の
思
い
や
り
を
表

す
マ
ー
ク
で
す
。
妊
娠
中
、
特
に
初

期
は
外
見
か
ら
で
は
、
妊
婦
の
方
と

は
分
か
り
に
く
い
で
す
が
、
赤
ち
ゃ

ん
や
母
親
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め

に
と
て
も
大
切
な
時
期
で
す
。

　

皆
さ
ん
、
上
記
の
マ
ー
ク
を
付
け

て
い
る
方
を
見
掛
け
た
ら
、
気
遣
っ

て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

＊
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
に
マ
タ
ニ

　

テ
ィ
マ
ー
ク
シ
ー
ル
を
配
布
し
て

　

い
ま
す
が
、
妊
産
婦
の
方
で
お
持

　

ち
で
な
い
方
は
、
左
記
ま
で
お
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先
＝

　

▼
本
庁
市
民
健
康
課
健
康
指
導
Ｇ

　
　
（
す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
内
）

　
　

０
９
９
６（
２
２
）８
８
１
１

　

▼
各
支
所
市
民
福
祉
課

保健センターで実施する保健事業

出張健康相談

地 域 月　日 時　間 内　容

川 内
７/３(火)

９:00〜９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付
10:00〜11:30 健 康 相 談（ 成 人・ 母 子 ）

７/10(火)
９:00〜９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付
10:00〜11:30 健 康 相 談（ 成 人・ 母 子 ）

樋 脇
７/４(水) 10:00〜12:00 健 康 相 談（ 総 合 ）
７/９(月) 13:30〜15:00 健 康 相 談（ 脳 ）

入 来７/２(月) 13:00〜16:00 母子健康手帳交付・健康相談
東 郷７/２(月) 10:00〜11:30 母 子 健 康 手 帳 交 付
祁答院７/３(火) 10:00〜11:30 母子健康手帳交付・健康相談（総合・母子）

上 甑
７/３(火) ９:30 〜 10:30 健 康 相 談（ 成 人 ）
７/12(木) ９:30 〜 11:30 健 康 相 談（ 母 子・ 育 児 ）

地 域 月　日 時　間 場　所

上 甑
７/３(火)

９:30 〜 10:30 中 野 地 区 集 会 所
13:30〜14:00 桑 之 浦 住 民 セ ン タ ー

７/10(火)
９:30 〜 10:30 上 甑 生 活 館
13:30〜14:00 江 石 地 区 集 会 所

＊近く実施予定の地域のみ掲載してあります。

対　象 減額内容（入院時） 認定の条件 必要書類

老人医療受給者

一部負担金・食事代

世帯全員の平成19年度住民
税が非課税であること

保険証・老人
医療受給者証

国民健康保険高
齢受給者

世帯主と国民健康保険加入
者全員の平成19年度住民税
が非課税であること

保険証・高齢
受給者証

国民健康保険被
保険者(70歳未
満の減額認定も
含む)

（住民税非課税世帯）
一部負担金・食事代
（住民税課税世帯）
一部負担金

国民健康保険税に滞納がな
いこと 保険証

月　日 時　間 場　所

７/５(木) 10:00〜15:00 上甑老人福祉センター和室

７/23(月) 11:00〜16:00 長浜地区コミュニティセンター

９/11(火) 10:00〜15:00 里 公 民 館

９/19(水) 11:00〜16:00 下 甑 支 所 ２ 階 会 議 室

10/10(水) 10:00〜15:00 上甑老人福祉センター和室

10/23(火) 11:00〜16:00 下 甑 支 所 ２ 階 会 議 室

11/８(木) 10:00〜15:00 里 公 民 館

11/20(火) 11:00〜16:00 長浜地区コミュニティセンター

H20/１/９(水) 10:00〜15:00 上甑老人福祉センター和室

H20/１/17(木) 10:00〜14:30 鹿 島 公 民 館 視 聴 覚 室

H20/２/14(木) 10:00〜15:00 里 公 民 館

H20/２/20(水) 11:00〜16:00 下 甑 支 所 ２ 階 会 議 室

鹿児島地方法務局川内支局無料登記相談所開設

＊天候などにより、日程を変更する場合があります。

●問合先＝鹿児島地方法務局川内支局

　 0996（22）2300

マタニティマーク

0�Kouhou  Satsumasendai 2007.6.25●


